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◎関係法令について
▶ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）

 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成13年政令第250号）

 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成13年国土交通省令第115号）

 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省・国
土交通省令第2号）

 その他、関係告示や関係通知があります。
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１：サービス付き高齢者向け住宅制度の概要

２：登録後の手続きについて

３：よくあるご質問

４：連絡事項
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１ サービス付き高齢者向け住宅制度の概要
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⚫ サービス付き高齢者向け住宅制度とは、「サービス付き高齢者向け住宅事業」としての法定の登録基準を満
たした事業を、都道府県知事（建設地が富山市であるものは富山市長）が登録する制度です。

⚫ サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件
を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が
安心して暮らせる環境を備えた住宅です。すべてのサービス付き高齢者向け住宅において、安否確認・生活
相談サービスが提供されますが、その他の生活支援や介護・医療サービスは様々なタイプがあります。
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２ 登録後の手続について
・登録事項の変更等の届出について
サービス付き高齢者向け住宅に関する登録事項の変更等があった場合は、

下記の必要書類及び添付書類を担当窓口に提出してください。

項目 必要書類 届出時期

登録事項等の変更 変更届出書
登録事項又は添付書類の記載事項に
変更があった日から30日以内

地位の承継 地位承継届出書 地位を承継した日から30日以内

廃業等の届出 廃業等届出書 
登録事業の廃止、解散しようとする30日前
破産手続きの開始の決定日から30日以内

登録の抹消 抹消申請書 -

○届出書類一覧
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２ 登録後の手続について
⚫ 登録の更新について
サービス付き高齢者向け住宅は、法律で５年ごとに登録の更新を行うことが義務付けられています。
事前に登録事業者の方へ登録の更新についてのご案内を送付しますので、登録の有効期間満了日の30
日前までに必要事項を記載した更新のための申請書類を提出されますようお願いいたします。

⚫ 定期報告について
毎年１月31日までに担当窓口に定期報告書を提出してください。

＜サービス付き高齢者向け住宅に関する担当窓口＞
富山県土木部建築住宅課住みよいまちづくり係 TEL：076-444-3359
（建設地が富山市であるものは富山市居住政策課へお問い合わせください。）
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３ よくあるご質問

【質問１】変更届出書及び更新登録申請書はどこで作成したらよいか。

・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（https://www.satsuki-jutaku.jp/）
「事業者の方へ」からアクセスし作成いただけます。

・ログインIDやパスワードを忘れてしまった場合は下記へお問い合わせください。
【ホームページ、登録システムに関するお問い合わせ】
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ヘルプデスク
E-mail： info@satsuki-jutaku.jp （お問い合わせは、E-mailでお願いします。）

【質問２】住宅の加齢対応構造等を表示した書類について更新時、新たに設計士に依頼し

作成する必要がありますか。

・令和元年12月14日以降、チェックリストの改正により、既に登録を受けている建物においては
登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリストの写しの中で、
変更がない旨をチェックボックスにて誓約することで足りることになりました。（別紙①）
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３ よくあるご質問
別紙①
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３ よくあるご質問

・令和元年12月14日時点で既に登録を受けている場合は、次回更新時に登録申請時に提出した

チェックリストの写しの末尾に、下記の文を追記して使用することも可能です。

【記載例】
「登録の更新を受けようとする建物の状況は、〇年〇月〇日時点で、上記のとおりであることを
誓約します。」

※新しい加齢対応構造等チェックリストについては、HP「サービス付き高齢者向け住宅情報
提供システム」の「制度について」の「登録申請書の添付書類等の参考とする様式」から
電子ファイル（エクセル）がダウンロードできます。
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４ 連絡事項
（１）省令改正に係る登録申請手続き等について

・令和４年９月１日に申請書類が変わりました。
・高齢者住まい法関係条文等や補助、税制優遇等については、
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（https://www.satsuki-jutaku.jp/）
「制度について」にアクセスし、ご確認いただけます。

（２）登録申請書の添付書類等について

・状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取扱いについて
入居者の処遇に支障がなく、すべての入居者から承諾を得た場合に限り、条件を満たすことが
できれば有資格者等が常駐しないことが可能となります。

・登録の更新にかかる添付書類の省略
サ高住の登録の更新を申請するに当たり、登録申請書の添付書類の内容に変更がない場合は、
当該書類の提出を省略できます。
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４ 連絡事項
（３）入居契約締結前に行う「登録事項等についての説明」（いわゆる重要事項説明）の徹底について

・高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）第17条「登録事業者は、登録住宅に入居しよう

とする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」とされています。

以下の方法を参考に説明書を作成の上、契約者へ必ずご説明いただきますようお願いいたします。

【作成方法】①、②のいずれかで作成ください

① HP「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」の「事業者の方へ」からログインすると、現在公
開中及び審査中の登録情報の内容が入力された「17条の説明書作成用データをダウンロードする」機能
が使用できます。（情報提供システムの入力マニュアルより）

② HP「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」の「制度について」内に、登録申請書の添付書類
等の参考とする様式として、「登録事項等についての説明書（高齢者住まい法第17条関係）」の様式の
みのエクセルデータがダウンロード可能（内容はダウンロード後にご自身で入力）
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